
第２章 海上交通安全施策の現況

２７

第２章 海上交通安全施策の現況

１ 海上交通環境の整備
●交通安全施設等の整備
船舶交通の安全確保及び運航能率の向上を図るため，港湾及び航路の整備の進展や船舶交通の高速化等海
上交通環境の変化に対応した航路標識の整備を実施し，平成２３年度末現在で５，３４７基の航路標識を管理して
いる。
平成２３年度は，台風などの自然災害に伴う航路標識の倒壊や消灯等を未然に防止するため，航路標識施設
の耐震補強を行うとともに商用電源を利用している航路標識にあっては，可能な限り太陽光発電等自立型電
源の整備を実施した。

２ 海上交通の安全に関する知識の普及
●海難防止思想の普及
海難を防止するためには，船舶運航者を始めとする海事関係者やマリンレジャー愛好者，さらには国民一
人一人の海難防止に関する意識を高めることが重要となる。
このため，海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて海事関係法令の遵守等について指導した。

３ 船舶の安全な運航の確保
●運輸安全マネジメント評価の推進
平成１８年１０月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により，事業者が経営トップから現場まで一丸
となって安全管理体制を構築し，国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を２３年１２月末まで
に延べ３，２２５社に対して実施した。

●旅客船事業者等に対する指導監督の充実強化
旅客船・貨物船等を対象として，海上運送法（昭２４法１８７），内航海運業法（昭２７法１５１）等に基づく監査
を行うとともに，監査手法の改善と体制の充実に努め，その強化を図った。

４ 小型船舶等の安全対策の充実
●プレジャーボート等の安全対策の推進
海上保安庁では，海難防止講習会や訪船指導の実施等のあらゆる機会を通じて，海難防止思想の普及を図
るとともに，小型船安全協会等の民間組織や海上安全指導員などのボランティアの活動に対する支援を行う
ほか，衝突や転覆といった事故が多い海難については，現場指導を含めた関係機関等と連携した効果的な海
難防止活動を推進した。
警察では，港内その他の船舶交通の多い水域，遊泳客の多い海水浴場，マリンレジャースポーツの利用が
盛んな水域等に重点を置いて，警察用船舶により安全指導を行うとともに，警察用航空機との連携によるパ
トロールや関係団体との協力，連携を図り，マリンレジャー環境の整備，マリンレジャー提供業者に対する
安全対策の指導，マリンレジャー利用者等の安全意識の啓発活動等を通じて，水上安全の確保を図った。


